
令和元年６月１日号 1011

　地域包括支援センター
　　～地域の高齢者の身近な相談窓口～
　地域包括支援センターは、市内に４か所あり、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活
できるように、介護・福祉・健康・医療などさまざまな面で支援を行っています。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
こ
ん
な
業
務
を
行
っ

て
い
ま
す

○
総
合
相
談
・
支
援
…
介
護
、
福
祉

な
ど
の
悩
み
や
相
談
に
、
専
門
職

が
対
応
し
ま
す
。
相
談
内
容
に
適

し
た
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
等
、
問
題

解
決
の
た
め
の
支
援
を
し
て
い
ま

す
。

○
権
利
擁
護
…
安
心
し
て
暮
ら
す
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
守
る

こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。
成
年
後

見
制
度
の
紹
介
や
、
虐
待
の
相
談

や
早
期
発
見
・
防
止
な
ど
の
対
応
、

消
費
者
被
害
に
対
応
し
ま
す
。

○
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
…

自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
、

健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防
の
お

手
伝
い
を
し
ま
す
。
要
支
援
に
認

定
さ
れ
た
方
や
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
で
事
業
対
象
者
と
判
定
さ

れ
た
方
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
調
整
を
行
い
ま
す
。

○
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
…
み
な
さ
ん
を
支
え
る
地
域

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
支
援
な

ど
、
よ
り
暮
ら
し
や
す
い
地
域
に

す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
と

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
努
め

て
い
ま
す
。

担
当
地
域

本
庄
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
本

庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

所
在　
本
庄
市
銀
座
１-

１-

１　

　
☎
22-

７
０
８
８

本
庄
西
地
域
…
千
代
田
・
若
泉
・
中

央
・
銀
座
・
小
島
南
・
小
島
・
万

年
寺
・
下
野
堂
・（
照
若
町
）・
都
島
・

山
王
堂
・
沼
和
田
・
杉
山
・
新
井

本
庄
東
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
安

誠
園

所
在　
本
庄
市
小
和
瀬
１
６
６
６　

　
☎
22-

６
２
６
２

本
庄
東
地
域
…
本
庄
・
東
台
・
日
の

出
・
寿
・
朝
日
町
・（
台
町
）・（
諏

訪
町
）・（
本
町
）・
鵜
森
・
傍
示
堂
・

牧
西
・
小
和
瀬
・
宮
戸
・
堀
田
・

滝
瀬
・
仁
手
・
下
仁
手
・
久
々
宇
・

田
中
・
上
仁
手

本
庄
南
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
シ

ャ
ロ
ー
ム

所
在　
本
庄
市
今
井
１
２
５
１-

１

　
☎
23-

９
５
８
０

本
庄
南
地
域
…
南
・
前
原
・
柏
・

栄
・
駅
南
・
け
や
木
・
見
福
・
緑
・

五
十
子
・
四
季
の
里
・
早
稲
田
の

杜
・
北
堀
・
栗
崎
・
西
五
十
子
・

東
五
十
子
・
東
富
田
・
西
富
田
・

四
方
田
・
今
井
・
共
栄
・
い
ま
い

台

児
玉
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

所
在　
本
庄
市
児
玉
町
金
屋
１
３
０　

２-

１　

　
☎
73-

１
５
４
５

児
玉
地
域
全
域

※
（　
）
は
、
通
称
名
地
区
に
な
り

ま
す
。認

知
症
の
方
を
地
域
で
支

え
る
取
り
組
み

　
認
知
症
は
特
別
な
病
気
で
は
な

く
、
私
た
ち
自
身
や
家
族
、
身
近
な

周
囲
に
も
起
こ
り
う
る
病
気
で
す
。

今
後
、
高
齢
化
に
伴
い
認
知
症
の
増

加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。「
認
知
症
に

な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
環
境
で
暮

ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ

く
り
」
に
は
、
地
域
全
体
が
認
知
症

に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
正
し
く
理

解
し
支
え
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

○
認
知
症
家
族
の
会
本
庄　

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
家
族
が

集
ま
り
、
思
い
を
語
り
合
う
会
を
今

年
度
か
ら
実
施
し
ま
す
。
認
知
症
の

方
を
介
護
さ
れ
て
い
る
ご
家
族
同
士

だ
か
ら
こ
そ
、
分
か
り
合
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
日
頃
の
思
い
を
語
り

合
い
、
介
護
の
ヒ
ン
ト
と
安
心
感
を

得
ら
れ
る
場
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

○
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
（
認
知
症
カ
フ
ェ
）　

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
で
き
る
限

り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
認
知
症
の
方
や
ご

家
族
を
は
じ
め
、
ど
な
た
で
も
気
軽

に
集
う
こ
と
が
で
き
る
場
で
す
。
市

内
に
は
６
か
所
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

○
養
成
講
座
の
開
催

　
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知

症
の
方
や
家
族
を
温
か
く
見
守
る

「
応
援
者
」
を
増
や
す
た
め
に
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
・
ス
テ

ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
又
は
介
護
保
険
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
　

タ
ー
を
配
置
し
て
い
ま
す

　
高
齢
者
が
、
介
護
が
必
要
な
状
態

に
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
は
、
医
療
、

介
護
の
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な
く
、
地

域
に
お
け
る
生
活
支
援
や
介
護
予
防

の
サ
ー
ビ
ス
（
生
活
支
援
等
サ
ー
ビ

ス
）
が
必
要
で
す
。

　
市
で
は
、
生
活
支
援
等
サ
ー
ビ
ス

の
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
市
全
域

を
単
位
と
す
る
「
生
活
支
援
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
（
地
域
支
え
合
い
推
進

員
）」
を
１
名
配
置
し
、
ま
た
、
日

常
生
活
圏
域
を
活
動
範
囲
と
す
る
４

か
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

１
名
ず
つ
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

★介護保険課☎ 25- １７２２

虐待に気づいたら下記にご連絡ください
・本庄西地域包括支援センター本庄市社会福祉協議会
　☎22-７０８８
・本庄東地域包括支援センター安誠園
　☎22-６２６２
・本庄南地域包括支援センターシャローム
　☎23-９５８０
・児玉地域包括支援センター☎73-１５４５
・本庄市役所介護保険課☎25-１７２２

本庄市高齢者虐待防止ネットワーク会議
　市では、「本庄市高齢者虐待防止ネットワーク会議」を
設置し、高齢者に対する虐待の防止のための方策や支援に
ついて話し合っています。　

高齢者虐待に気づいたら
　 通報することが義務です
　虐待を止めることは、高齢者を守るとともに、虐待をし
ている養護者のためにも必要なことです。

み
ん
な
で
防
ご
う
高
齢
者
虐
待

①
介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成

制
度

　

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場

合
、
利
用
者
負
担
金
の
一
部
を
助
成

す
る
制
度
で
す
。

対
象　
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、

平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
次
の

要
件
を
満
た
す
方
（
生
活
保
護
受

給
者
を
除
く
）

・
令
和
元
年
度(

平
成
31
年
度)

の
市

民
税
非
課
税
世
帯
で
老
齢
福
祉
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
…
利
用
者

負
担
金
の
２
分
の
１
を
助
成

・
令
和
元
年
度(

平
成
31
年
度)

の
市

民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税
の
方
…

利
用
者
負
担
金
の
４
分
の
１
を
助
成

用
意　
対
象
者
名
義
の
通
帳
、
印
鑑

(

朱
肉
を
使
う
も
の
）

※
左
記
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

　

(

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
サ
ー
ビ
ス

・
特
定
施
設
入
居
生
活
介
護
（
有
料

老
人
ホ
ー
ム
等
）
サ
ー
ビ
ス

・
他
の
減
額
制
度
等
に
よ
り
、
利
用

者
負
担
金
が
減
額
さ
れ
て
い
る
方

②
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

　
介
護
保
険
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短

期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
利

用
し
た
場
合
、
居
住
費
や
食
費
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象

・
令
和
元
年
度(

平
成
31
年
度)

の
市

民
税
に
つ
い
て
、
別
世
帯
の
配
偶

者
（
事
実
婚
の
配
偶
者
含
む
）
及

び
世
帯
全
員
が
非
課
税
の
方

・
預
貯
金
等
が
単
身
の
場
合
１
０
０　

０
万
円
以
下
、
夫
婦
の
場
合
は
２　

０
０
０
万
円
以
下
の
方

用
意

・
平
成
30
年
度
の
介
護
保
険
負
担
限

度
額
認
定
証

・
預
貯
金
通
帳
の
写
し
（
申
請
日
に

で
き
る
だ
け
近
い
時
点
の
も
の
）

・
価
格
評
価
が
容
易
な
も
の
（
有
価

証
券
、
投
資
信
託
等
）
に
つ
い
て

は
資
産
評
価
を
確
認
で
き
る
書
類

(

入
手
が
容
易
な
も
の
に
限
る
）

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※
継
続
入
所
中
の
場
合
、
預
貯
金
通

帳
の
写
し
等
の
書
類
の
添
付
は
不
要

(

更
新
手
続
き
に
限
る
）
。

《
①
②
共
通
》

受
付
期
間　
６
月
17
日
㈪
～
７
月
31

日
㈬
（
土
・
日
・
休
日
を
除
く
）

受
付
場
所　
介
護
保
険
課
（
市
役
所

１
階
）
、
支
所
市
民
福
祉
課
（
ア

ス
ピ
ア
こ
だ
ま
内
）

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度
、

負
担
限
度
額
認
定
の
申
請
（
更
新
）
を
忘
れ
ず
に

　申請月分から対象になります。制度を利用したい方は、事前に受給資格の認定を受けてく
ださい。なお、現在利用している方の有効期限は７月末です。継続する場合は、再度手続き
をしてください。

★
介
護
保
険
課
☎
25-

１
７
１
９


